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永井　律令断罪官司の構造と変質

は
じ
め
に

断
罪
と
は
、
こ
こ
で
は
罪
を
犯
し
た
者
の
罪
状
を
審
議
し
て
、
そ
れ
に
相
当
す
る
刑
罰
を
執

行
す
る
と
い
う
、
一
連
の
手
続
き
を
指
す
。
古
代
日
本
で
は
、
こ
の
断
罪
行
為
を
掌
る
官
司
と

し
て
刑
部
省
が
置
か
れ
て
い
た
。
刑
部
省
は
律
令
に
定
め
ら
れ
た
八
省
の
一
つ
で
、
刑
部
卿
を

筆
頭
に
、
大
輔
・
少
輔
・
大
丞
・
少
丞
・
大
録
・
少
録
と
い
っ
た
四
等
官
、
そ
の
下
に
史
生
・

省
掌
・
使
部
・
直
丁
と
い
っ
た
下
級
官
人
が
い
る
。
加
え
て
、省
内
に
は
大
・
中
・
少
の
判
事
、

判
事
に
属
す
る
大
属
・
少
属
、
更
に
大
・
中
・
少
の
解
部
が
い
た
。
こ
の
判
事
以
下
か
ら
成
る

別
局
が
存
在
し
た
ほ
か
、
贓
贖
司
・
囚
獄
司
と
い
う
被
官
官
司
も
置
か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た

官
司
組
織
を
持
つ
刑
部
省
の
具
体
的
な
職
掌
は
、
断
罪
に
関
す
る
行
政
手
続
き
を
規
定
し
た
獄

令
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
一
】
養
老
獄
令
１
犯
罪
条

凡
犯
レ
罪
、皆
於
二
事
発
処
官
司
一
推
断
。
在
京
諸
司
人
、京
及
諸
国
人
、在
京
諸
司
事
発
者
、

犯
二
徒
以
上
一
送
二
刑
部
省
一
、
杖
罪
以
下
当
司
決
。
其
衛
府
糺
二
捉
罪
人
一
、
非
レ
貫
二
属
京

一
者
、
皆
送
二
刑
部
省
一
。

【
史
料
二
】
養
老
獄
令
２
郡
決
条

凡
犯
レ
罪
、
笞
罪
郡
決
レ
之
。
杖
罪
以
上
、
郡
断
定
送
レ
国
。
覆
審
訖
、
徒
杖
罪
及
流
応
二

決
杖
一
、
若
応
レ
贖
者
、
即
決
配
徴
贖
。
其
刑
部
断
二
徒
以
上
一
、
亦
准
レ
此
。
刑
部
省
及
諸
国
、

断
二
流
以
上
若
除
免
官
当
一
者
、
皆
連
二
写
案
一
申
二
太
政
官
一
。
按
覆
理
尽
申
奏
。
即
按
覆

事
有
レ
不
レ
尽
、
在
外
者
、
遣
レ
使
就
覆
。
在
京
者
、
更
就
レ
省
覆
。

律
令
断
罪
官
司
の
構
造
と
変
質
―
刑
部
卿
・
囚
獄
司
・
贓
贖
司
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【
史
料
三
】
養
老
獄
令
40
犯
罪
応
入
条

凡
犯
レ
罪
、
応
レ
入
二
議
請
一
者
、
皆
申
二
太
政
官
一
。
応
レ
議
者
、
大
納
言
以
上
及
刑
部
卿
・

大
輔
・
少
輔
・
判
事
、
於
レ
官
議
定
。
雖
レ
非
二
六
議
一
、
但
本
罪
応
レ
奏
、
処
断
有
レ
疑
、

及
経
レ
断
不
レ
伏
者
、
亦
衆
議
量
定
。
雖
レ
非
二
此
官
司
一
、
令
二
別
勅
参
議
一
者
、
亦
在
二
集

限
一
。
若
意
見
有
レ
異
者
、
人
別
因
申
二
其
議
一
、
官
断
簡
、
以
レ
状
奏
聞
。

【
史
料
四
】
養
老
獄
令
51
有
疑
獄
条

凡
国
有
二
疑
獄
一
、
不
レ
決
者
、
讞
二
刑
部
省
一
。
若
刑
部
仍
疑
、
申
二
太
政
官
一
。

こ
の
四
条
の
内
容
か
ら
刑
部
省
に
は
、
量
刑
と
行
刑
と
い
う
二
種
類
の
機
能
が
付
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
刑
部
省
内
で
起
こ
っ
た
犯
罪
や
衛
府
が
捕
縛
し
た
罪
人
に
対
し
て
量
刑
を

行
う
（
史
料
一
）
ほ
か
、
六
議
に
対
す
る
太
政
官
審
議
と
い
う
特
別
な
罪
状
審
議
の
場
に
も
参

加
し
て
（
史
料
三
）
そ
の
量
刑
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
太
政
官
審
議
で
不
理
が

あ
っ
た
（
史
料
二
・
三
）、
も
し
く
は
国
司
が
罪
状
確
定
で
き
な
い
場
合
（
史
料
四
）
に
は
、

そ
の
再
審
を
行
う
の
も
刑
部
省
だ
っ
た
。
刑
罰
執
行
に
つ
い
て
も
、他
の
在
京
諸
司
と
同
様
に
、

笞
杖
刑
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
史
料
一
）
の
に
加
え
、
在
京
諸
司
で
罪
を
犯
し
た

罪
人
に
、
徒
刑
を
執
行
す
る
（
史
料
一
・
二
）、
ま
た
贖
銅
を
徴
収
す
る
権
限
も
刑
部
省
に
委

ね
ら
れ
て
い
た
（
史
料
二
）。

こ
れ
ま
で
の
刑
部
省
に
関
す
る
研
究
は
、
特
に
そ
の
量
刑
機
能
に
注
目
す
る
も
の
が
多
い
。

刑
部
省
に
よ
る
量
刑
が
如
何
に
行
わ
れ
、
検
非
違
使
が
創
設
さ
れ
て
以
降
、
ど
う
変
化
し
た
か

が
考
察
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
刑
部
省
の
行
刑
機
能
は
あ
ま
り
注
視
さ
れ
て
き
て

い
な
い
。
ま
た
官
司
組
織
の
う
ち
、
別
局
の
判
事
や
解
部
に
関
し
て
は
、
刑
部
省
の
量
刑
機
能

を
支
え
る
そ
の
重
要
性
が
解
明
さ
れ
て
い
る
一
方
（
１
）、
贓
贖
司
と
囚
獄
司
の
役
割
が
積
極
的

に
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
だ
が
刑
部
省
は
、
量
刑
・
行
刑
の
両
機
能
を
持
ち
合
わ
せ
、

贓
贖
司
・
囚
獄
司
を
統
括
す
る
官
司
と
し
て
律
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
故
に
、
検
非
違
使
に

よ
る
断
罪
制
度
へ
の
変
化
を
追
う
前
提
と
し
て
、
ま
ず
律
令
の
言
う
刑
部
省
の
運
営
内
容
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、律
令
に
定
め
ら
れ
た
刑
部
卿
及
び
囚
獄
司
・
贓
贖
司
に
特
に
注
目
し
て
、

そ
の
特
徴
と
変
質
の
画
期
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
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一
　
刑
部
卿
官
人
の
特
質

最
初
に
刑
部
省
の
長
官
で
あ
る
刑
部
卿
に
つ
い
て
、
そ
の
官
歴
か
ら
特
質
を
分
析
す
る
。

刑
部
省
官
人
を
分
析
し
た
研
究
と
し
て
、
判
事
を
対
象
と
し
た
長
谷
山
彰
氏
の
論
考
が
あ 

る
（
２
）。
長
谷
山
氏
は
判
事
と
輔
に
つ
い
て
、
任
官
者
の
官
歴
や
位
階
を
比
較
検
討
さ
れ
た
。

判
事
の
比
較
対
象
を
輔
と
し
た
の
は
、判
事
と
大
輔
が
同
じ
位
階
を
持
つ
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
養
老
職
員
令
30
刑
部
省
条
で
は
、
判
事
の
職
掌
を
「
断
二
定
刑
名
一
」
と

し
て
い
る
が
、刑
部
卿
に
も
「
定
二
刑
名
一
」
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
定
二
刑
名
一
」

に
つ
い
て
、
養
老
職
員
令
30
刑
部
省
条
義
解
が
「
与
二
判
事
以
上
一
、
共
断
定
也
」
と
説
い
て

い
る
ほ
か
、
令
釈
や
穴
記
も
同
様
の
見
解
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
罪
状
確
定
は
判
事
の
み

で
独
自
に
行
う
の
で
は
な
く
、
刑
部
卿
や
輔
も
参
与
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。【
史
料
三
】
養
老

獄
令
40
犯
罪
応
入
条
で
も
、
六
議
に
対
す
る
太
政
官
審
議
に
刑
部
卿
・
大
輔
・
少
輔
・
判
事
が

参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
刑
部
卿
は
判
事
や
輔
と
共
に
、
罪
状
確
定
の
場
に

関
わ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
実
際
の
刑
部
卿
に
は
ど
の
よ
う
な
人
物
が
着
任
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
表
は
六
国
史
の
時

代
に
、
史
料
上
で
刑
部
卿
と
し
て
確
認
で
き
る
者
と
そ
の
着
任
前
後
の
官
歴
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。

表
　
刑
部
卿
任
官
者

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
石
川
豊
人

藤
原
弟
縄

藤
原
浜
足

百
済
敬
福

安
都
王

紀
飯
麻
呂

池
田
王

多
治
比
占
部

多
治
比
広
足

大
市
王

長
田
王

竹
田
王 人

名

天
応
元
・
二
・
丙
午

宝
亀
十
・
九
・
己
卯

宝
亀
二
・
閏
三
・
戊
子

天
平
神
護
元
・
十
・
戊
子

天
平
宝
字
七
・
五
・
己
巳

天
平
宝
字
三
・
十
一
・
丁
卯

天
平
宝
字
元
・
六
・
壬
辰

天
平
十
九
・
十
一
・
丙
子

天
平
十
八
・
四
・
壬
辰

天
平
十
五
・
六
・
丁
酉

天
平
十
三
・
八
・
丁
亥

和
銅
元
・
三
・
丙
午

刑
部
卿
と
し
て
の
史
料
上
の 

初
見

少
納
言
、
主
税
頭
、
越
中
守
、
造
宮
少
輔
・
大
輔
、
刑
部
少
輔
、
右
少
弁
、

下
総
介
、
右
中
弁
、
大
和
守

大
蔵
大
輔
、
大
判
事
、
土
佐
守
、
美
作
守
、
弾
正
尹
、
下
総
守

大
蔵
少
輔
、
大
判
事
、
大
蔵
大
輔

陸
奥
守
、
上
総
守
、
宮
内
卿
、
常
陸
守
、
出
雲
守
、
伊
予
守
、
南
海
道
節
度

使
、
讃
岐
守
、
外
衛
大
将

右
大
弁
、
畿
内
巡
察
使
、
常
陸
守
、
大
和
守
、
大
宰
大
弐
、
大
蔵
卿
、
右
京

大
夫
、
西
海
道
巡
察
使
、
参
議
、
紫
微
大
弼
、
左
大
弁
、
河
内
守

畿
内
巡
察
使
、
弾
正
尹

宮
内
少
輔

造
宮
大
輔
、
上
総
守
、
武
蔵
守

判
事

官
歴
（
任
官
前
）

出
雲
守
、
右
京
大
夫
、
中
宮
大
夫
、
武
蔵
守
、
大
蔵
卿

参
議

参
議
、
大
蔵
卿
、
武
蔵
守
、
弾
正
尹
、
大
宰
帥
、
大
宰
員
外
帥

美
作
守

摂
津
大
夫

摂
津
大
夫

兵
部
卿
、
参
議
、
中
納
言

内
匠
頭
、
大
蔵
卿
、
弾
正
尹
、
出
雲
守
、
民
部
卿
、
参
議
、
外
衛

大
将
、
丹
波
守
、
中
務
卿
、
中
納
言
、
大
納
言
、
治
部
卿

官
歴
（
任
官
後
）
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25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
大
庭
王

吉
備
泉

藤
原
緒
嗣

菅
野
真
道

藤
原
葛
野
麻
呂

坂
上
田
村
麻
呂

百
済
玄
鏡

石
川
真
守

藤
原
内
麻
呂

安
倍
東
人

淡
海
三
船

多
治
比
長
野

石
川
垣
守

弘
仁
三
・
八
・
丙
戌

大
同
三
・
六
・
己
卯

大
同
二

大
同
二
・
六
・
八

延
暦
二
十
四
・
正
・
丙
戌

延
暦
二
十
二
・
七
・
癸
亥

延
暦
十
八
・
九
・
辛
亥

延
暦
十
六
・
三
・
丁
酉

延
暦
十
一
年
・
六

延
暦
四
・
七
・
壬
戌

延
暦
三
・
四
・
壬
寅

延
暦
二
・
六
・
丙
寅

天
応
元
・
五
・
癸
未

侍
従
、
左
大
舎
人
頭
、
讃
岐
守
、
中
務
大
輔
、
内
匠
頭
、
上
野
守
、
大
舎
人

頭 近
衛
将
監
、
大
学
員
外
助
、
左
衛
士
督
、
大
学
頭
、
造
東
大
寺
長
官
、
伊
予

守
、
佐
渡
権
守
、
式
部
大
輔
、
南
海
道
観
察
使
、
右
大
弁
、
右
京
大
夫
、
左

大
弁

侍
従
、
中
衛
少
将
、
常
陸
介
、
内
厩
頭
、
衛
門
佐
、
内
蔵
頭
、
衛
門
守
、
出

雲
守
、
造
西
大
寺
長
官
、
右
衛
士
督
、
参
議
、
山
城
守
、
但
馬
守
、
山
陰
道

観
察
使
、
左
大
弁

少
内
記
、
近
江
少
目
、
右
衛
士
少
尉
、
近
江
大
掾
、
右
衛
士
大
尉
、
摂
津
介
、

左
兵
衛
佐
、
東
宮
学
士
、
伊
予
介
、
図
書
助
・
頭
、
伊
予
守
、
治
部
少
輔
・

大
輔
、
民
部
大
輔
、
左
兵
衛
督
、
造
宮
亮
、
左
大
弁
、
勘
解
由
長
官
、
右
衛

士
督
、
伊
勢
守
、
左
衛
士
督
、
相
模
守
、
但
馬
守
、
参
議
、
大
宰
大
弐
、
山

陰
道
観
察
使

摂
津
次
官
、
陸
奥
介
、
少
納
言
、
右
少
弁
、
春
宮
亮
、
左
少
弁
、
右
中
弁
、

左
中
弁
、
右
大
弁
、
春
宮
大
夫
、
伊
予
守
、
大
宰
大
弐
、
遣
唐
大
使
、
越
前

守 近
衛
将
監
、
内
匠
助
、
近
衛
少
将
、
越
後
介
・
守
、
征
夷
副
使
、
鎮
守
将
軍

石
見
守
、
少
納
言
、
右
兵
衛
督
、
上
総
守

近
江
介
、
右
京
亮
、
中
務
少
輔
、
少
納
言
、
遠
江
守
、
越
中
守
、
式
部
少
輔
、

武
蔵
守
、
式
部
大
輔
、
大
宰
少
弐
、
参
議
、
右
大
弁
、
右
京
大
夫
、
大
和
守
、

左
京
大
夫
、
下
総
守

甲
斐
守
、
左
衛
門
佐
、
右
衛
士
佐
、
中
衛
少
将
、
越
前
介
・
守
、
右
衛
士
督
、

内
蔵
頭

伊
勢
守
、
中
務
大
輔
、
宮
内
大
輔
、
大
蔵
大
輔
、
豊
後
守
、
刑
部
大
輔

山
陰
道
巡
察
使
、
三
河
守
、
式
部
少
輔
、
美
作
守
、
東
山
道
巡
察
使
、
兵
部

大
輔
、
侍
従
、
大
宰
少
弐
、
刑
部
大
輔
、
大
学
頭
、
文
章
博
士
、
大
判
事
、

因
幡
守

大
判
事
、
造
東
大
寺
次
官
、
大
和
介
、
三
河
守
、
出
雲
守
、
民
部
大
輔
、
摂

津
大
夫
、
伊
勢
守

木
工
頭
、
安
房
守
、
伊
予
守
、
中
務
大
輔
、
右
京
大
夫

伊
勢
守
、
参
議
、
武
蔵
守
、
左
衛
門
督

東
山
道
観
察
使
、
陸
奥
出
羽
按
察
使
、
右
兵
衛
督
、
美
濃
守
、
右

衛
士
督
、
右
衛
門
督
、
近
江
守
、
美
作
守
、
宮
内
卿
、
河
内
守
、

中
納
言
、
民
部
卿
、
大
納
言
、
皇
太
子
傅
、
右
大
臣
、
左
大
臣

民
部
卿
、
大
蔵
卿
、
宮
内
卿
、
東
海
道
観
察
使
、
近
江
守
、
常
陸

守 権
参
議
、
参
議
、
式
部
卿
、
東
海
道
観
察
使
、
中
納
言
、
東
宮
傅
、

民
部
卿

陸
奥
出
羽
按
察
使
、
征
夷
大
将
軍
、
近
衛
中
将
、
造
西
大
寺
長
官
、

陸
奥
守
、
参
議
、
中
納
言
、
中
衛
大
将
、
侍
従
、
造
宮
使
、
大
納
言
、

近
衛
大
将
、
兵
部
卿

大
宰
大
弐

参
議
、
左
兵
衛
督
、
陰
陽
頭
、
但
馬
守
、
造
東
大
寺
長
官
、
勘
解

由
長
官
、
侍
従
、
近
衛
大
将
、
造
宮
大
夫
、
中
納
言
、
武
蔵
守
、

大
納
言
、
右
大
臣

近
江
守
、
兵
部
卿
、
参
議

左
京
大
夫
、
宮
内
卿
、
武
蔵
守



人間文化創成科学論叢　第21巻　2018年

1－4

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
平
高
棟

安
倍
安
仁

源
弘

南
淵
弘
貞

小
野
岑
守

藤
原
真
夏

藤
原
三
守

藤
原
継
彦

橘
氏
公

春
原
五
百
枝

賀
陽
親
王

百
済
教
徳

人
名

承
和
七
・
八
・
乙
丑

承
和
五
・
八
・
庚
寅

承
和
二
・
五
・
甲
子

天
長
七
・
五
・
五

天
長
五
・
三

天
長
五

天
長
三

天
長
三

天
長
二
・
正
・
十
一

弘
仁
十
四
・
九
・
二
十
七

弘
仁
十
三
・
十
・
丙
子

弘
仁
十
三
・
十
・
癸
卯

刑
部
卿
と
し
て
の
史
料
上
の 

初
見

侍
従
、
大
学
頭
、
中
務
大
輔
、
兵
部
大
輔
、
大
蔵
卿

山
城
大
掾
、
中
務
丞
、
民
部
少
丞
、
近
江
権
大
掾
、
蔵
人
、
信
濃
介
、
蔵
人

頭
、
兵
部
少
輔
・
大
輔
、
近
江
介
、
刑
部
大
輔
、
治
部
大
輔
、
参
議

宮
内
卿
、
播
磨
守
、
信
濃
守

文
章
生
、
少
内
記
、
少
外
記
、
大
内
記
、
美
作
掾
、
式
部
少
丞
、
蔵
人
、
式

部
大
丞
、
但
馬
介
・
守
、
主
計
頭
、
伊
勢
介
、
備
中
守
、
東
宮
学
士
、
主
税

頭
、
右
少
弁
、
左
少
弁
、
伊
勢
守
、
式
部
少
輔
、
左
近
衛
少
将
、
式
部
大
輔
、

参
議
、
下
野
守
、
宮
内
卿

権
少
外
記
、
春
宮
少
進
、
畿
内
観
察
使
判
官
、
右
少
弁
、
春
宮
亮
、
式
部
少

輔
、
近
江
介
、
内
蔵
頭
、
美
濃
守
、
左
馬
頭
、
陸
奥
守
、
阿
波
守
、
治
部
大

輔
、
皇
后
宮
大
夫
、
近
江
守
、
参
議
、
勘
解
由
長
官

中
衛
権
少
将
、
春
宮
権
亮
・
亮
、
右
近
衛
中
将
、
武
蔵
守
、
阿
波
守
、
中
務

大
輔
、
美
作
守
、
山
陰
道
観
察
使
、
参
議
、
伊
勢
守
、
按
察
使
、
備
中
権
守

東
宮
主
蔵
正
、
美
作
権
掾
、
内
蔵
助
、
右
近
衛
少
将
、
美
作
権
介
、
内
蔵
頭
、

春
宮
亮
、
蔵
人
頭
、
式
部
大
輔
、
右
兵
衛
督
、
左
兵
衛
督
、
但
馬
守
、
参
議
、

春
宮
大
夫
、
権
中
納
言
、
皇
后
宮
大
夫
、
皇
太
后
宮
大
夫
、
中
納
言
、
宮
内

卿 兵
部
少
輔
、
主
計
頭
、
左
少
弁
、
陰
陽
頭
、
上
総
介
、
左
中
弁
、
讃
岐
守
、

民
部
大
輔
、
治
部
大
輔
、
山
城
守

左
衛
門
大
尉
、
右
近
衛
将
監
、
蔵
人
、
左
衛
門
佐
、
因
幡
介
、
美
作
守
、
但

馬
守
、
右
馬
頭
、
右
衛
門
督
、
蔵
人
頭
、
右
近
衛
中
将

侍
従
、
美
作
守
、
越
前
守
、
右
兵
衛
督
、
武
蔵
守
、
讃
岐
守
、
宮
内
卿
、
左

兵
衛
督
、
上
野
守
、
下
野
守
、
相
模
守
、
右
衛
門
督
、
参
議
、
治
部
卿

右
兵
庫
頭
、
讃
岐
介
、
上
総
守
、
宮
内
大
輔
、
治
部
大
輔

官
歴
（
任
官
前
）

参
議
、
権
中
納
言
、
春
宮
大
夫
、
中
納
言
、
陸
奥
出
羽
按
察
使
、

大
納
言

左
大
弁
、
大
蔵
卿
、
春
宮
大
夫
、
下
野
守
、
弾
正
大
弼
、
河
内
和

泉
国
長
官
、
右
大
弁
、
中
納
言
、
民
部
卿
、
陸
奥
出
羽
按
察
使
、

権
大
納
言
、
大
納
言
、
右
近
衛
大
将

美
作
守
、
治
部
卿
、
参
議
、
尾
張
守
、
左
大
弁
、
中
納
言
、
大
納

言 右
兵
衛
督
、
信
濃
守

大
宰
大
弐

大
納
言
、
兵
部
卿
、
弾
正
尹
、
皇
太
子
傅
、
右
大
臣

宮
内
卿
、
参
議
、
右
近
衛
大
将
、
中
納
言
、
大
納
言
、
右
大
臣

民
部
卿
、
美
濃
守
、
中
務
卿
、
右
京
大
夫

大
宰
帥
、
治
部
卿
、
中
務
卿
、
弾
正
尹
、
常
陸
大
守
、
上
野
大
守

官
歴
（
任
官
後
）



1－5

永井　律令断罪官司の構造と変質

こ
の
表
に
よ
る
と
、
刑
部
卿
の
任
官
者
と
し
て
、
初
期
に
は
天
武
天
皇
の
系
譜
で
あ
る
諸
王

が
多
く
見
え
る
。
後
半
に
も
桓
武
天
皇
の
直
系
で
あ
る
諸
王
や
嵯
峨
源
氏
な
ど
、
皇
親
・
諸
王

が
度
々
確
認
で
き
る
。
そ
れ
以
外
に
も
藤
原
・
多
治
比
・
紀
・
安
倍
・
石
川
と
い
っ
た
、
古
く

か
ら
の
有
力
氏
族
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
そ
れ
は
刑
部
卿
が
八
省
の
卿
と
い
う
、
参
議
以
上
の

議
政
官
に
次
い
で
高
い
相
当
位
階
を
持
つ
官
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
だ
ろ
う
。
刑
部
卿
に

任
官
さ
れ
た
後
も
、
他
の
省
の
卿
や
議
政
官
に
任
用
さ
れ
た
者
が
多
数
見
え
る
。
省
の
長
官
と

い
う
そ
の
相
当
位
階
の
高
さ
故
に
、
皇
親
や
諸
王
、
有
力
氏
族
が
刑
部
卿
任
官
者
の
多
数
を
占

め
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
刑
部
卿
へ
の
任
官
が
そ
の
地
位
の
高
さ
を
目
的
と
し
た
、
形
式
的
な
昇
進
ル
ー
ト

の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
例
え
ば
巡
察
使
（
６
・
７
・
15
）

51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38
基
棟
王

忠
貞
王

茂
世
王

藤
原
仲
統

基
兄
王

菅
原
是
善

正
躬
王

藤
原
輔
嗣

藤
原
春
津

源
寛

源
明
紀
名
虎

南
淵
永
河

橘
氏
人

仁
和
元
・
正
・
壬
申

元
慶
五
・
二
・
十
五

貞
観
十
六
・
正
・
丙
子

貞
観
十
二
・
正

貞
観
十
二
・
二
・
癸
卯

貞
観
六
・
三

貞
観
五
・
二
・
癸
卯

貞
観
元
・
二
・
己
亥

仁
寿

嘉
祥

承
和
十
三
・
正
・
乙
卯

承
和
十
一
・
正
・
甲
午

承
和
十
・
二
・
己
巳

承
和
九
・
八
・
壬
申

下
野
権
守
、
越
中
守
、
伊
勢
守
、
右
京
大
夫
、
山
城
権
守

大
学
頭
、
中
務
大
輔
、
摂
津
守
、
弾
正
大
弼
、
播
磨
守
、
河
内
守
、
大
和
守
、

参
議
、
宮
内
卿

大
学
頭
、
山
城
守
、
讃
岐
権
介
、
丹
波
守
、
弾
正
大
弼
、
阿
波
守
、
大
宰
大

弐
、
宮
内
卿

蔵
人
、
侍
従
、
右
兵
衛
佐
、
左
近
衛
少
将
、
伊
勢
介
・
守
、
備
前
介
・
守
、

左
馬
頭
、
民
部
大
輔
、
加
賀
守
、
兵
部
大
輔
、
美
作
守
、
紀
伊
守
、
参
議
、

治
部
卿
、
越
前
守

宮
内
大
輔
、
民
部
大
輔
、
山
城
守
、
安
芸
守
、
弾
正
大
弼

文
章
得
業
生
、
大
学
大
允
・
助
、
大
内
記
、
文
章
博
士
、
越
後
介
、
東
宮
学

士
、
讃
岐
権
介
、
加
賀
権
守
、
大
学
頭
、
左
京
大
夫
、
美
作
権
守
、
伊
勢
守
、

備
前
権
介
、
播
磨
権
守
、
弾
正
大
弼
、
近
江
権
守

文
章
生
、
侍
従
、
刑
部
大
輔
、
右
京
大
夫
、
治
部
卿
、
丹
波
守
、
大
宰
大
弐
、

右
大
弁
、
左
大
弁
、
大
和
守
、
参
議
、
山
城
守
、
遠
江
守
、
讃
岐
守
、
弾
正

大
弼

越
前
守
、
阿
波
守

左
近
衛
将
監
、
皇
太
后
宮
大
進
、
近
江
権
介
、
備
中
権
守
、
侍
従
、
右
馬
頭
、

右
兵
衛
督

文
章
生
、
加
賀
守
、
丹
波
守
、
阿
波
守
、
神
祇
伯
、
右
京
大
夫

大
学
頭
、
加
賀
守
、
近
江
守
、
左
京
大
夫
、
播
磨
守

備
前
守
、
掃
部
頭
、
中
務
大
輔

少
外
記
、
民
部
少
丞
、
但
馬
介
、
民
部
少
輔
、
治
部
少
輔
、
備
後
守
、
権
左

少
弁
、
右
近
衛
少
将
、
右
中
弁
、
左
中
弁
、
治
部
大
輔
、
内
蔵
頭
、
越
前
守
、

備
前
守
、
大
宰
大
弐

大
蔵
大
輔
、
左
京
大
夫
、
尾
張
守

美
濃
権
守
、
近
江
守

加
賀
守

蔵
人
頭
、
右
兵
衛
督

大
蔵
卿

伊
予
権
守
、
式
部
大
輔
、
参
議
、
勘
解
由
長
官
、
近
江
守

越
前
権
守

但
馬
守
、
備
前
守

越
中
守
、
讃
岐
守
、
宮
内
卿
、
越
前
権
守
、
伊
予
守

越
中
守
、
阿
波
守
、
参
議

播
磨
守
、
近
江
守
、
下
野
守
、
因
幡
権
守

神
祇
伯
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や
観
察
使
（
21
・
22
・
23
・
24
・
32
・
33
）
の
官
歴
が
あ
る
。
巡
察
使
は
地
方
官
の
監
察
や
、

そ
れ
に
伴
う
民
情
の
視
察
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
使
で
あ
り
、
ま
た
観
察
使
も
地
方
行
政
全
般

を
管
轄
す
る
使
と
し
て
、
巡
察
使
の
系
譜
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
３
）。

こ
う
し
た
使
へ
の
任
官
歴
と
断
罪
に
関
わ
る
刑
部
卿
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
り
想
起
さ
れ

る
の
が
、
獄
令
に
規
定
さ
れ
た
覆
囚
使
の
存
在
で
あ
る
。
覆
囚
使
と
は
、
諸
国
の
断
罪
内
容
を

監
察
・
再
審
す
る
使
と
し
て
律
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（
４
）。【
史
料
二
】
養
老
獄
令
２
郡
決
条

に
あ
る
通
り
、
諸
国
の
徒
刑
以
下
相
当
の
案
件
は
国
司
に
断
罪
す
る
権
限
が
あ
っ
た
。
こ
の
国

司
の
断
罪
内
容
を
監
察
す
る
の
が
覆
囚
使
で
、
覆
囚
使
は
国
司
の
判
断
を
覆
す
権
利
も
持
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
覆
囚
使
は
「
強
明
解
二
法
律
一
者
」
を
採
用
す
る
と
養
老
獄
令

３
国
断
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
養
老
考
課
令
13
式
部
最
条
集
解
令
釈
が
「
明
法
之
吏
、

遣
二
覆
囚
使
一
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
、
法
理
に
通
じ
た
者
が
任
官
さ
れ
る
べ
き
地
位
だ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
覆
囚
使
を
、
養
老
考
課
令
59
内
外
初
位
条
集
解
古
記
は
、
考
課
に
際
し
て
明
快
な

判
断
が
下
せ
な
い
場
合
の
「
附
レ
使
勘
覆
」
の
「
使
」
と
し
て
巡
察
使
と
と
も
に
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
二
諸
使
并
公
文
事
天
長
二
年
（
八
二
五
）
五
月
十
日
太
政
官
符
の

中
に
、「
詔
使
」
と
す
る
地
方
へ
の
派
遣
使
と
し
て
「
巡
察
覆
囚
」
の
語
が
確
認
で
き
る
。
こ

こ
か
ら
、巡
察
使
と
同
様
に
地
方
へ
派
遣
さ
れ
る
使
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
し
、
唐
令
で
「
覆
囚
使
」
と
あ
る
部
分
を
日
本
令
で
は
「
巡
察
使
」
と
改
め
て
い
る
令
文

が
あ
る
こ
と
や
（
５
）、
実
際
の
覆
囚
使
派
遣
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
日
本
で
は
覆
囚
使
の
役

割
は
、
巡
察
使
が
果
た
す
よ
う
想
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
実
際
に
こ
う
し
た
使
が
断

罪
に
関
わ
る
場
合
も
あ
っ
た（
６
）。
そ
し
て
こ
の
覆
囚
使
の
機
能
も
包
摂
し
た
巡
察
使
を「
法
吏
」

と
称
す
る
例
が
あ
る
（
７
）。
国
司
の
断
罪
を
含
め
た
治
政
内
容
を
監
察
す
る
使
は
、
ま
さ
に
法

に
通
じ
た
「
法
吏
」
た
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
法
吏
」
と
し
て
任
用
さ
れ

る
者
が
刑
部
卿
の
地
位
に
就
く
の
は
、
養
老
職
員
令
30
刑
部
省
条
に
あ
る
刑
部
卿
の
「
鞫
レ
獄
、

定
二
刑
名
一
、
決
二
疑
讞
」
と
い
う
役
割
を
果
た
す
上
で
、
そ
の
能
力
が
強
く
求
め
ら
れ
た
結
果

と
考
え
ら
れ
る
。【
史
料
四
】
養
老
獄
令
51
有
疑
獄
条
に
見
え
る
通
り
、
刑
部
省
に
は
諸
国
の

疑
獄
を
再
審
す
る
役
割
が
あ
っ
た
。
ま
た
諸
国
か
ら
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
断
罪
案
件
に
対
し

て
、
刑
部
省
が
判
断
を
下
す
場
合
も
あ
る
。
刑
部
省
も
ま
た
巡
察
使
と
同
様
に
、
国
司
よ
り
上

位
の
断
罪
権
を
持
つ
立
場
に
あ
り
、
そ
の
点
で
も
両
者
の
権
限
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
官
僚
に
対
す
る
監
察
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
弾
正
台
へ
の
任
官
例
も
少
な
か
ら
ず

見
え
る
（
３
・
６
・
10
・
11
・
27
・
31
・
36
・
45
・
46
・
47
・
49
・
50
）。
そ
れ
を
併
せ
て
考

え
る
と
、
刑
部
卿
は
他
の
在
京
諸
司
や
諸
国
の
官
を
監
察
で
き
る
、
法
理
に
通
じ
た
者
が
就
く

地
位
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
だ
ろ
う
。

法
理
に
通
じ
た
者
を
刑
部
卿
に
求
め
る
傾
向
は
、
他
の
任
官
者
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
藤
原

内
麻
呂
（
17
）・
藤
原
葛
野
麻
呂
（
21
）・
藤
原
三
守
（
31
）
は
共
に
弘
仁
格
式
、
菅
原
是
善

（
46
）
は
貞
観
格
式
の
編
纂
に
関
与
し
て
い
る
。
格
式
編
纂
が
立
法
作
業
と
い
う
性
格
を
持
っ

て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
事
業
に
参
与
し
た
者
も
ま
た
法
理
に
通
じ
た
素
養
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
奈
良
時
代
の
刑
部
卿
の
中
に
は
判
事
経
験
者
（
１
・
10
・
11
・
14
・
15
）
を
確

認
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
長
谷
山
氏
が
既
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
、
判
事
が
天
応
・
延
暦
年
間
を
境
に
八
省
卿
以
上
に
昇
進
し
な
く
な
る
（
８
）
と
い
う
傾

向
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
以
降
も
、
判
事
経
験
者
が
刑
部
大
輔
・
少
輔
に
任
じ

ら
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
刑
部
省
官
人
と
判
事
の
昇
進
ル
ー
ト
が
完
全
に
分
化
し
た
訳
で

は
な
い
。
法
理
に
通
じ
た
実
務
能
力
を
踏
ま
え
た
刑
部
卿
任
官
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
う

に
、
刑
部
卿
に
判
事
経
験
者
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
刑
部
卿
の
権
限
低
下
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
実
際
に
判
事
の
代
わ
り
に
、
文
章
生
や
東
宮
学
士
、
大
学

寮
官
人
な
ど
を
歴
任
す
る
者
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
（
15
・
22
・
24
・
34
・
37
・
41
・
42
・

45
・
46
・
49
・
50
）。
ま
た
天
皇
に
対
す
る
侍
読
を
務
め
た
者
（
39
・
46
）
も
お
り
、
刑
部
卿

が
彼
ら
能
吏
の
受
け
皿
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
法
理
へ
の
理
解
と
は
別
の
素
養
を
持
つ
刑
部
卿
任
官
者
も
い
る
。
そ
れ
が
衛
府
の
長

官
へ
の
着
任
歴
を
持
つ
者
で
あ
る
（
３
・
９
・
17
・
19
・
20
・
22
・
23
・
24
・
28
・
29
・
31
・

34
・
36
・
43
・
48
）。
そ
の
他
に
石
川
垣
守
（
13
）
や
安
倍
東
人
（
16
）
は
、
藤
原
仲
麻
呂
の

乱
に
お
け
る
追
討
の
功
に
よ
り
位
勲
を
得
た
人
物
で
あ
る
。
井
上
薫
氏
が
軍
事
的
経
験
を
持
つ

者
が
任
命
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
指
摘
し
た
（
９
）、
造
宮
官
司
を
官
歴
に
持
つ
者
も
い
る 

（
４
・
12
・
17
・
20
・
22
）。

こ
う
し
た
軍
事
的
素
養
と
刑
部
卿
と
の
繋
が
り
の
背
景
に
は
、
罪
人
を
裁
く
と
い
う
断
罪
行

為
そ
の
も
の
が
、
罪
人
を
捕
縛
す
る
と
い
う
軍
事
行
為
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
た
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。

【
史
料
五
】『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
一
年
（
六
八
二
）
十
一
月
乙
巳
条

詔
曰
、
親
王
諸
王
及
諸
臣
、
至
二
于
庶
民
一
、
悉
可
レ
聴
レ
之
。
凡
糺
二
弾
犯
レ
法
者
一
、
或

禁
省
之
中
、
或
朝
庭
之
中
、
其
於
二
過
失
発
処
一
、
即
随
レ
見
随
レ
聞
、
無
二
匿
弊
一
而
糺
弾
。
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其
有
二
犯
レ
重
者
一
、
応
レ
請
則
請
、
当
レ
捕
則
促
。
若
対
捍
以
不
レ
見
レ
捕
者
、
起
二
当
処
兵

一
而
捕
レ
之
。
当
二
杖
色
一
、
乃
杖
一
百
以
下
、
節
級
決
レ
之
。
亦
犯
状
灼
然
、
欺
言
レ
無
レ
罪
、

則
不
二
伏
弁
一
、
以
争
訴
者
、
累
加
二
其
本
罪
一
。

こ
れ
は
浄
御
原
令
の
編
纂
時
期
に
出
さ
れ
た
詔
で
、
親
王
以
下
広
く
庶
民
に
ま
で
犯
罪
の
糺

弾
の
励
行
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
中
で
杖
以
下
の
即
時
決
罰
や
上
級
官
司
へ
の
上
申
な
ど
、【
史

料
一
・
二
】
養
老
獄
令
１
・
２
条
の
言
う
断
罪
手
続
き
の
原
則
と
と
も
に
、
追
捕
の
徹
底
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
以
前
、律
令
中
で
獄
令
が
捕
亡
令
と
近
似
し
て
置
か
れ
た
要
因
と
し
て
、

罪
人
の
捕
縛
と
断
罪
を
一
連
の
手
続
き
と
し
て
強
く
意
識
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
定
し
た

（
10
）。
刑
部
卿
と
武
官
の
官
歴
と
の
関
係
も
ま
た
、
こ
う
し
た
罪
人
の
捕
縛
か
ら
始
ま
る
断
罪

行
為
の
性
格
に
起
因
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
断
罪
行
為
に
関
わ
っ
た
者
が
刑
部
卿

に
就
任
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
百
済
敬
福
（
９
）
は
、
橘
奈
良
麻
呂
の
変
の
際
に
、
獄
囚
の
諸

王
に
訊
問
を
行
い
杖
死
に
至
ら
し
め
て
い
る
。
ま
た
正
躬
王
（
45
）
は
承
和
の
変
の
際
に
当
事

者
を
衛
府
で
訊
問
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
軍
事
や
訊
問
な
ど
、
断
罪
行
為
に
関
わ
る
経
験
を

経
た
者
も
刑
部
卿
に
任
官
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
刑
部
卿
へ
の
任
官
は
、
高
官
へ
の
昇
進
ル
ー
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
断
罪

に
預
か
る
立
場
と
し
て
、
法
理
や
軍
事
に
通
じ
る
実
務
能
力
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

二
　
囚
獄
司
・
贓
贖
司
の
設
置

本
章
で
は
刑
部
省
の
被
官
官
司
の
存
在
意
義
を
考
察
す
る
。
法
制
や
軍
事
な
ど
の
素
養
を
持

つ
刑
部
卿
の
も
と
、囚
獄
司
と
贓
贖
司
が
断
罪
制
度
を
ど
の
よ
う
に
支
え
た
か
が
問
題
と
な
る
。

ま
ず
は
囚
獄
司
で
あ
る
。
養
老
職
員
令
32
囚
獄
司
条
に
「
掌
、
禁
二
囚
罪
人
一
、
徒
役
、
功
程
、

及
配
決
事
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
罪
人
の
管
理
及
び
徒
刑
以
下
の
決
罰
を
掌
る
官

司
と
言
え
る
。
こ
の
内
、
特
に
徒
刑
の
執
行
は
、
刑
部
省
の
持
つ
特
徴
的
な
行
刑
権
を
支
え
る

も
の
と
し
て
注
目
し
た
い
。
司
法
と
行
政
が
未
分
化
で
あ
る
が
故
、
い
ず
れ
の
在
京
諸
司
で
も

杖
刑
以
下
の
行
刑
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
徒
刑
執
行
は
、
京
で
は
刑
部
省
の
み
が
持
ち

う
る
権
限
で
あ
り
、
そ
の
点
で
刑
部
省
は
他
の
在
京
諸
司
と
一
線
を
画
す
行
刑
権
を
持
っ
て
い

た
と
言
え
る
。
徒
刑
の
初
見
が
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
六
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
井
上
光
貞
氏

は
律
の
全
面
的
な
施
行
と
と
も
に
徒
刑
は
導
入
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
11
）。
囚
獄
司
は
、

律
令
継
受
を
体
現
す
る
刑
罰
で
あ
る
徒
刑
を
実
際
に
執
行
す
る
、
ま
さ
に
律
令
断
罪
官
司
と
言

い
表
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
囚
獄
司
を
「
比
止
夜
乃
官
（
ひ
と
や
の
つ
か
さ
）」
と
訓
じ
た
こ
と
か
ら
（
12
）、
囚
獄

司
は
罪
人
を
拘
禁
す
る
た
め
の「
人
屋
」、す
な
わ
ち
獄
空
間
を
保
有
し
て
い
た
官
司
で
あ
っ
た
。

獄
の
専
当
官
と
し
て
律
令
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
囚
獄
司
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た

獄
空
間
は
、天
武
朝
か
ら
「
獄
（
13
）」「
囚
獄
（
14
）」
と
い
っ
た
語
が
見
え
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

持
統
朝
に
進
め
ら
れ
た
判
事
任
命
（
15
）

や
刑
部
省
へ
の
解
部
配
置
（
16
）

よ
り
先
ん
じ
て
、
そ
の

整
備
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
前
掲
の
【
史
料
五
】
の
詔
に
よ
っ
て
犯

罪
の
糺
弾
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
て
い
く
時
期
と
並
行
し
て
い
る
。
つ
ま
り
罪
人
を
捕
縛
し
、

獄
に
拘
禁
し
た
上
で
断
罪
を
行
う
、
獄
空
間
を
前
提
と
し
た
断
罪
制
度
の
構
築
が
こ
の
時
期
に

開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
刑
部
卿
に
軍
事
的
素
養
を
持
つ
者
が
多
く
任
官
さ
れ
る
と
い
う
前
述

の
特
徴
も
、
天
武
朝
以
降
続
け
ら
れ
た
獄
中
心
の
断
罪
制
度
の
確
立
過
程
に
沿
う
も
の
で
あ
ろ

う
。
故
に
、
囚
獄
司
の
持
つ
獄
は
律
令
断
罪
制
度
確
立
の
象
徴
と
も
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
囚
獄
司
と
同
様
に
、
律
令
の
断
罪
制
度
の
運
用
に
深
く
関
わ
る
の
が
贓
贖
司
で

あ
る
。
贓
贖
司
は
養
老
職
員
令
31
贓
贖
司
条
に
「
掌
、
簿
斂
、
配
没
、
贓
贖
、
闌
遺
雑
物
事
」

と
あ
る
よ
う
に
、
官
に
没
収
さ
れ
た
も
の
を
扱
う
官
司
で
あ
っ
た
。
こ
の
官
司
の
特
徴
は
こ
れ

ら
納
入
物
の
運
用
に
あ
る
。
基
本
的
に
没
官
し
た
も
の
は
、
諸
司
に
分
配
さ
れ
る
（
17
）
の
が
原

則
だ
が
、
贓
贖
は
養
老
獄
令
55
応
給
衣
粮
条
に
「
凡
獄
囚
応
レ
給
衣
粮
、
薦
席
、
医
薬
、
及
修

二
理
獄
舎
一
之
類
、
皆
以
二
贓
贖
等
物
一
充
。
無
則
用
二
官
物
一
」
と
、
獄
囚
や
獄
管
理
の
財
源
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
唐
の
贓
贖
が
様
々
な
用
途
に
用
い
ら
れ
た
（
18
）
の
に
対
し
て
、
日
本

の
贓
贖
は
獄
に
深
く
関
わ
る
資
源
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
贓
は
捕
亡
令
に
よ
れ
ば
、
盗
賊
を

捕
縛
し
た
者
に
報
償
と
し
て
与
え
ら
れ
た
ほ
か
（
19
）、
没
官
さ
れ
た
物
も
犯
罪
を
告
言
し
た
者

に
賞
与
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
20
）。
つ
ま
り
、
贓
贖
司
に
納
め
ら
れ
た
物
資
は
、

獄
運
営
及
び
罪
人
捕
縛
を
徹
底
す
る
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
武
井
紀
子
氏
は
、

贓
徴
収
に
関
す
る
律
の
先
行
利
用
及
び
盗
罪
重
視
の
意
識
が
、
贓
贖
司
の
成
立
を
も
た
ら
し
た

と
指
摘
し
て
い
る
（
21
）。
更
に
言
え
ば
、
贓
徴
収
の
実
施
を
踏
ま
え
た
上
で
、
贓
贖
司
は
獄
維

持
に
関
わ
る
官
司
と
し
て
、
囚
獄
司
と
と
も
に
刑
部
省
の
被
官
官
司
の
一
つ
に
規
定
さ
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
獄
令
に
は
贓
贖
が
徴
収
で
き
な
い
場
合
、
代
わ
り
に
労
役
を
課
す
と
い

う
規
定
が
あ
り
（
22
）、
労
役
刑
を
科
す
囚
獄
司
と
贓
贖
を
徴
収
す
る
贓
贖
司
の
連
関
を
意
識
さ

せ
る
。
罪
人
を
裁
く
た
め
の
特
別
な
空
間
で
あ
る
獄
を
支
え
る
専
門
の
官
と
し
て
、
囚
獄
司
・
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贓
贖
司
の
両
者
は
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
囚
獄
司
・
贓
贖
司
の
変
容

『
類
聚
三
代
格
』
巻
四
加
減
諸
司
官
員
并
廃
置
事
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
正
月
二
十
日
詔
に

よ
れ
ば
、
こ
の
時
贓
贖
司
が
刑
部
省
へ
統
合
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
官
司
統
合
は
、
画
工
司
や

漆
部
司
な
ど
贓
贖
司
も
含
め
た
計
十
一
の
官
司
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
詔
に
「
思
下
欲

省
レ
司
合
レ
吏
、
少
レ
牧
多
レ
羊
、
致
二
人
務
於
清
閑
一
、
期
中
官
僚
於
簡
要
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
目
的
は
官
司
整
理
に
あ
っ
た
。
大
同
三
年
前
後
は
官
司
整
理
や
官
員
の
増
減
が
度
々
行
わ

れ
て
お
り
、
贓
贖
司
の
変
化
も
そ
の
流
れ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
、
贓
贖
司
の
機
能
は
こ

の
時
点
で
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
以
降
も
刑
部
省
に
よ
っ
て
贓
や
贖
の
徴
収
が
実
行
さ
れ
て

い
く
。

と
こ
ろ
が
弘
仁
年
間
に
入
る
と
、
被
官
官
司
に
変
化
が
訪
れ
る
。

【
史
料
六
】『
類
聚
三
代
格
』
巻
二
十
断
罪
贖
銅
事
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
二
月
七
日
太
政
官

符
　

太
政
官
符

　
　

応
レ
定
二
罪
人
配
役
年
限
一
事

右
検
非
違
使
解
偁
、
案
二
賊
盗
律
一
云
、
強
盗
不
レ
得
レ
財
徒
二
年
、
一
尺
徒
三
年
、
二
端

加
二
一
等
一
。
十
五
端
及
傷
レ
人
者
絞
。
殺
レ
人
者
斬
。
其
持
レ
仗
者
、雖
レ
不
レ
得
レ
財
遠
流
。

十
端
絞
。
傷
レ
人
者
斬
。
又
条
云
、
窃
盗
不
レ
得
レ
財
笞
五
十
、一
尺
杖
六
十
、一
端
加
二
一

等
一
、五
端
徒
一
年
、
五
端
加
二
一
等
一
、
五
十
端
加
役
流
者
。
然
則
強
窃
二
盗
其
罪
各
別
、

従
二
贓
多
少
一
、
復
有
二
軽
重
一
。
而
去
弘
仁
九
年
宣
旨
偁
、
犯
レ
盗
之
人
、
不
レ
論
二
軽
重
一
、

皆
配
二
役
所
一
者
。
使
等
偏
執
二
此
旨
一
、
未
レ
定
二
年
限
一
、
罪
無
二
軽
重
一
、
命
終
二
役
所
一
。

夫
絶
者
難
二
更
続
一
、
死
者
不
二
再
生
一
。
望
請
、
明
定
二
節
文
一
、
依
レ
限
駈
使
。
謹
請
二
処

分
一
者
。
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
、
夫
配
徒
之
輩
、
既
有
二
年
限
一
、
至
二
於
役
使
一
豈
期
二
終

身
一
。静
而
言
レ
之
事
渉
二
深
刻
一
。但
両
京
之
内
犯
レ
盗
者
衆
。若
不
二
折
衷
一
何
将
二
懲
粛
一
。

自
今
以
後
、
宜
下
犯
二
徒
一
年
一
者
加
二
半
年
一
、
犯
二
二
年
三
年
一
者
各
加
二
一
年
一
、
杖
罪

以
下
亦
徒
一
年
、
若
犯
二
三
流
一
者
各
役
二
六
年
一
、
其
犯
二
死
罪
一
別
勅
免
レ
死
十
五
年
為 

上
レ
限
。
若
役
畢
之
後
、
不
レ
悔
二
前
過
一
亦
有
下
犯
レ
盗
、
或
為
レ
人
凶
悪
、
為
三
衆
人
所
二
明

知
一
、
或
量
二
其
意
況
一
難
レ
恤
之
色
上
、
並
是
終
身
配
役
不
レ
可
二
放
免
一
。
但
女
人
者
減
二

男
之
半
一
。
若
犯
二
杖
罪
以
下
一
依
レ
法
決
レ
之
。
如
応
二
官
当
収
贖
一
者
、
各
依
二
本
法
一
。

自
余
犯
並
従
二
常
律
一
。
其
私
鋳
銭
不
レ
論
二
首
従
一
、
令
二
鋳
銭
使
終
身
役
一
レ
之
。

　

弘
仁
十
三
年
二
月
七
日

こ
の
内
容
に
よ
る
と
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
の
段
階
で
、
検
非
違
使
が
管
轄
す
る
強
窃
盗

を
犯
し
た
罪
人
は
全
て
労
役
刑
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
た
だ
そ
の
労
役
期
間
が
定

ま
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
具
体
的
な
年
限
を
定
め
た
の
が
弘
仁
十
三
年
の
太
政
官
符
で
あ

る
。
ま
た
同
官
符
で
は
最
後
に
、
私
鋳
銭
を
犯
し
た
者
は
鋳
銭
司
で
労
役
に
就
か
せ
る
よ
う
制

定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
弘
仁
九
年
以
降
、
検
非
違
使
が
管
轄
す
る
罪
人
に
対
し
て
、
検
非
違

使
が
徒
刑
を
執
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
京
内
で
刑
部
省
・
囚
獄
司
が
独
占
的
に
行
っ
て

き
た
徒
刑
執
行
及
び
徒
刑
囚
管
理
に
、
新
た
な
担
い
手
が
生
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

前
田
禎
彦
氏
は
、
こ
の
弘
仁
九
年
の
宣
旨
に
「
配
二
役
所
一
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

時
期
を
検
非
違
使
が
獄
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
画
期
と
し
て
捉
え
て
お
り
（
23
）、
同
様
の
見
解

を
橋
本
義
則
氏
も
示
し
て
い
る（

24
）。
だ
が
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、獄
は
労
役
先
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
徒
刑
囚
を
含
め
た
囚
の
拘
禁
施
設
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
徒
刑
囚
の
配
所
先

は
律
令
に
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
（
25
）、
実
際
に
は
宮
城
内
の
造
営
や
掃
除
な
ど
の
雑
事
に
当

た
っ
た
例
や
（
26
）、
弘
仁
十
三
年
の
太
政
官
符
に
見
え
る
通
り
鋳
銭
司
で
の
労
働
に
就
く
こ
と

も
あ
っ
た
（
27
）。

た
だ
、
徒
刑
執
行
を
担
う
よ
う
に
な
り
、
獄
空
間
が
必
要
に
な
っ
た
可
能
性
は
指
摘
で
き
る
。

律
令
制
下
で
は
獄
を
持
つ
囚
獄
司
が
囚
を
管
理
し
て
お
り
、
徒
刑
囚
の
配
所
先
へ
の
移
動
も
当

司
が
掌
っ
て
い
た
。
ま
た
、
弘
仁
十
三
年
の
太
政
官
符
に
よ
れ
ば
、「
或
為
レ
人
凶
悪
、
為
三
衆

人
所
二
明
知
一
、
或
量
二
其
意
況
一
難
レ
恤
之
色
」
の
罪
人
は
獄
か
ら
放
免
せ
ず
、
終
身
の
労
役
に

就
か
せ
る
と
あ
る
。
そ
し
て
『
延
喜
式
』
巻
二
九
刑
部
省
で
は
、「
其
為
レ
人
凶
悪
、
衆
庶
共

知
者
、
不
レ
須
二
放
免
一
、
禁
二
固
獄
中
一
」
と
、
特
定
の
罪
人
が
獄
で
長
期
拘
禁
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
獄
で
終
身
の
労
役
囚
を
拘
禁
す
る
よ
う
に
な
る
の
に
伴
い
、
次
第
に
獄

で
の
長
期
拘
禁
そ
の
も
の
が
処
罰
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

点
を
踏
ま
え
る
と
、
弘
仁
十
三
年
の
段
階
で
検
非
違
使
が
管
轄
す
る
罪
人
全
て
に
労
役
刑
が
課

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
更
に
労
役
囚
の
終
身
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
を
長

期
間
収
容
す
る
た
め
の
獄
が
検
非
違
使
に
も
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

刑
部
省
占
有
の
権
限
で
あ
っ
た
徒
刑
執
行
と
獄
保
有
だ
け
で
な
く
、
更
に
贖
銅
の
徴
収
権
に

も
変
化
が
生
じ
る
。
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【
史
料
七
】『
類
聚
三
代
格
』
巻
二
十
断
罪
贖
銅
事
天
長
九
年
（
八
三
二
）
七
月
九
日
太
政
官
符

太
政
官
符

　

応
レ
納
二
雑
色
人
贖
物
一
事

右
太
政
官
去
弘
仁
十
一
年
十
一
月
廿
五
日
下
二
刑
部
省
一
符
偁
、
大
納
言
正
三
位
兼
行
左

近
衛
大
将
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
冬
嗣
宣
、
雑
色
人
贖
物
可
レ
令
二
検
非
違
使
催
徴
一

之
宣
旨
、
下
二
彼
使
一
畢
。
宜
レ
移
レ
之
者
。
今
得
二
使
解
一
偁
、
使
所
レ
行
之
事
、
非
下
唯
巡

二
検
京
中
一
拷
中
決
犯
盗
上
、
臨
レ
時
勘
レ
事
、
触
レ
類
繁
多
。
又
去
弘
仁
十
一
年
十
二
月

十
一
日
宣
旨
偁
、
検
非
違
使
所
レ
掌
之
事
、
与
二
弾
正
一
同
。
臨
時
宣
旨
、
亦
糺
二
弾
之
一
者
、

加
以
看
督
長
左
右
各
二
人
。
差
科
非
レ
一
。
無
レ
有
二
暫
暇
一
。
今
預
徴
二
贖
物
一
、
誰
用
済

二
使
事
一
。謹
請
二
官
裁
一
者
。大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
、

宜
下
停
レ
隷
二
検
非
違
使
一
、
同
亦
実
録
申
レ
官
、
随
即
下
二
知
本
貫
一
令
中
徴
納
上
。

　
　

天
長
九
年
七
月
九
日

こ
の
太
政
官
符
は
、
検
非
違
使
の
業
務
過
多
を
理
由
に
、
そ
の
緩
和
を
図
る
た
め
に
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
十
一
月
二
五
日
に
出
さ
れ
た
太
政
官
符

に
よ
っ
て
、
検
非
違
使
が
雑
色
人
か
ら
の
贖
物
の
徴
収
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
同
日

に
は
、
贖
銅
の
未
納
が
相
次
ぐ
状
況
の
中
、
在
京
官
人
か
ら
贖
銅
の
代
わ
り
に
位
録
・
季
録
を

徴
収
す
る
こ
と
を
命
じ
る
太
政
官
符
も
出
さ
れ
て
い
る
。
天
長
九
年
の
太
政
官
符
で
も
、
贖
を

本
貫
が
徴
収
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、贖
の
徴
収
を
徹
底
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
贖
銅
の
未
納
が
問
題
視
さ
れ
る
中
、
そ
の
徴
収
を
強
化
す
る
目
的
で
、
検
非
違
使

に
よ
る
徴
収
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
贓
贖
司
が
刑
部
省
に
統
合
さ

れ
た
以
降
も
行
わ
れ
て
き
た
贖
銅
の
徴
収
に
も
、
弘
仁
十
一
年
以
降
は
検
非
違
使
が
関
わ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

【
史
料
八
】『
政
事
要
略
』
巻
八
二
糺
弾
雑
事
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
十
月
十
三
日
太
政
官
符

太
政
官
符
検
非
違
使

　

応
レ
納
二
刑
部
省
徴
送
贖
銅
代
物
一
事

（
前
略
）
又
貞
観
式
偁
、凡
贖
銅
銭
者
、収
二
納
獄
司
一
、省
相
共
出
納
者
。
然
則
省
徴
司
納
、

充
二
公
用
之
色
一
也
。
而
今
囚
獄
司
官
舎
顚
倒
、
无
レ
実
年
久
。
此
者
亦
復
始
レ
自
レ
庁
、
造

二
于
門
屋
一
、
頻
年
顚
倒
、
四
面
露
レ
形
、
殆
无
二
宿
直
之
居
一
。
漸
為
二
狐
兎
之
棲
一
。
因
レ

之
年
来
所
レ
徴
贖
物
、計
レ
便
宿
納
、数
盗
失
。
公
用
之
時
、転
二
治
官
人
已
下
要
劇
田
直
一
、

常
以
補
填
。
如
レ
此
之
漸
、
俸
料
虚
耗
、
事
之
為
レ
煩
、
莫
レ
過
二
於
斯
一
。
伏
検
二
式
条
一
、

獄
囚
応
レ
給
衣
粮
薦
席
医
薬
及
修
二
理
獄
舎
一
之
類
、
用
二
贓
贖
物
一
。
又
延
長
四
年
五
月
廿

七
日
宣
旨
偁
、
以
二
贖
銅
代
物
一
、
充
下
給
二
左
右
獄
囚
一
冬
時
衣
服
臨
時
食
料
并
修
二
理
獄

舎
一
等
粮
上
。
是
罪
人
被
レ
下
二
囚
獄
司
一
之
時
事
也
。
宣
旨
所
レ
称
左
右
獄
囚
衣
服
料
等
、

今
検
非
違
使
之
所
レ
職
也
。
今
件
贖
銅
料
、
既
无
レ
処
二
於
検
納
一
、
議
レ
獄
決
レ
罪
、
非
二
省

之
職
掌
一
。
商
二
量
事
情
一
、
専
不
二
穏
便
一
。
名
実
相
違
、
不
レ
可
レ
不
レ
申
。
望
二
請
官
裁
一
。

贖
銅
申
二
進
未
一
、依
レ
旧
省
将
二
対
済
一
、納
二
物
実
一
放
二
返
抄
一
、便
令
二
検
非
違
使
行
一
者
。

左
大
臣
宣
、
依
レ
請
者
。（
後
略
）

こ
の
太
政
官
符
は
、囚
獄
司
官
舎
の
機
能
停
止
、刑
部
省
の
「
議
レ
獄
決
レ
罪
」
の
機
能
否
定
、

そ
し
て
検
非
違
使
に
よ
る
獄
管
理
及
び
贖
銅
納
入
と
い
う
、
獄
を
中
心
と
し
た
〈
刑
部
省
―
囚

獄
司
・
贓
贖
司
〉
体
制
の
瓦
解
を
物
語
っ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
こ
で
見
え
る
囚
獄

司
の
獄
の
退
廃
を
、
律
令
断
罪
体
制
の
決
定
的
変
質
と
す
る
見
解
が
多
い
が
、
そ
の
萌
芽
は
既

に
弘
仁
年
間
に
お
け
る
、
検
非
違
使
の
囚
獄
司
・
贓
贖
司
に
対
す
る
職
権
拡
大
過
程
に
あ
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
刑
部
省
長
官
で
あ
る
刑
部
卿
は
単
な
る
高
官
で
は
な
く
、
法
理
及
び

軍
事
と
い
っ
た
断
罪
行
為
に
必
要
な
実
務
能
力
を
備
え
た
、
ま
さ
に
断
罪
官
司
の
長
官
た
る
地

位
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
刑
部
省
の
下
に
囚
獄
司
・
贓
贖
司
と

い
っ
た
、
獄
の
維
持
及
び
運
用
を
職
務
と
す
る
被
官
官
司
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
獄
空
間
を

核
と
し
て
量
刑
及
び
行
刑
を
行
う
、〈
刑
部
省
―
囚
獄
司
・
贓
贖
司
〉
体
制
の
整
備
・
運
用
こ

そ
が
、律
令
断
罪
制
度
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、盗
罪
や
私
鋳
銭
と
い
っ

た
、
古
く
か
ら
重
罪
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
犯
罪
の
存
在
、
そ
し
て
深
刻
化
す
る
贖
銅
の
未
納

と
い
っ
た
現
実
的
な
問
題
が
発
生
す
る
の
に
伴
い
、
弘
仁
年
間
に
そ
れ
に
対
応
す
る
措
置
と
し

て
検
非
違
使
の
活
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
獄
の
独
占
的
な
保
有
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
た
、
刑
部
省
を
中
心
と
す
る
律
令
断
罪
制
度
は
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
断
罪
を
象
徴
す
る
獄
空
間
が
、
検
非
違
使
と
い
う
新
た
な
担
い
手
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

【
註
】
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（
１
）　

長
谷
山
彰
「
奈
良
・
平
安
時
代
に
お
け
る
刑
部
省
と
判
事
局
」（『
日
本
古
代
の
法
と
裁
判
』
創
文
社
、

二
〇
〇
四
年
）。
奥
野
彦
六
「
刑
部
省
の
成
立
と
解
部
」（『
律
令
制
古
代
法
』
酒
井
書
店
、
一
九
六
六
年
）。
利
光

三
津
夫
「
上
代
の
裁
判
」（
利
光
三
津
夫
・
長
谷
山
彰
『
新
裁
判
の
歴
史
』
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
、
初
出
は

一
九
六
四
年
）。
告
井
幸
男
「
解
部
攷
―
令
前
官
職
の
一
様
相
」（
栄
原
永
遠
男
・
西
山
良
平
・
吉
川
真
司
編
『
律

令
国
家
史
論
集
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
２
）　

前
註
１
長
谷
山
氏
論
文
。

（
３
）　

林
陸
朗
「
巡
察
使
の
研
究
」（『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
六
九
年
、初
出
は
一
九
五
七
年
）、

渡
部
育
子
「
奈
良
朝
に
お
け
る
国
司
監
察
制
度
に
つ
い
て
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
一
八
八
、一
九
七
六
年
）、
笠
井

純
一
「
観
察
使
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）」（『
続
日
本
紀
研
究
』
一
九
四
、一
九
七
七
年
）。

（
４
）　

養
老
獄
令
３
国
断
条
「
凡
国
断
罪
応
二
申
覆
一
者
、
太
政
官
量
差
二
使
人
一
。
取
下
強
明
解
二
法
律
一
者
上
、
分
レ
道

巡
二
覆
見
囚
一
。
事
尽
未
レ
断
者
、
催
断
即
覆
、
々
訖
録
申
。（
中
略
）
其
徒
罪
、
国
断
得
二
伏
弁
一
及
贓
状
露
験
者
、

即
役
。
不
レ
須
レ
待
レ
使
。
以
外
待
レ
使
。
其
使
人
仍
揔
按
覆
。
々
訖
同
二
国
見
一
者
、
仍
附
レ
国
配
役
」。

（
５
）　

天
聖
倉
庫
不
行
唐
令
12
条
で
「
在
外
凡
有
二
倉
庫
一
之
処
、
覆
囚
使
及
御
史
出
日
、
即
令
二
案
行
一
」
と
見
え
る

一
方
、
養
老
倉
庫
令
復
原
（
９
）
在
京
倉
蔵
巡
察
条
で
は
「
在
外
倉
庫
、
巡
察
使
出
日
、
即
令
二
按
行
一
」
と
あ
る
。

（
６
）　
『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
二
月
壬
寅
条
に
「
遣
二
使
于
七
道
諸
国
一
、
録
二
囚
徒
一
焉
」
と
あ
り
、

使
に
よ
る
諸
国
の
獄
囚
の
監
察
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
７
）　
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
六
月
癸
未
条
で
、東
山
道
巡
察
使
の
淡
海
三
船
を
処
罰
す
る
際
に
、

「
又
比
年
法
吏
、
但
守
二
文
句
一
、
不
レ
顧
二
義
理
一
、
任
レ
意
決
断
」
と
他
の
巡
察
使
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
８
）　

前
註
１
長
谷
山
氏
論
文
。

（
９
）　

井
上
薫
「
造
宮
省
と
造
京
司
」（『
日
本
古
代
の
政
治
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
、
初
出
は

一
九
五
六
年
）。

（
10
）　

拙
稿
「「
獄
令
」
編
纂
と
断
罪
制
度
」（
古
瀬
奈
津
子
編
『
律
令
国
家
の
理
想
と
現
実
』
竹
林
舎
、二
〇
一
八
年
）。

（
11
）　

井
上
光
貞
「
隋
書
倭
国
伝
と
古
代
刑
罰
」（『
日
本
古
代
思
想
史
の
研
究　

井
上
光
貞
著
作
集　

第
二
巻
』
岩

波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
初
出
は
一
九
七
六
年
）。

（
12
）　

元
和
本
『
倭
名
類
聚
抄
』
巻
五
。

（
13
）　
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
三
年
（
六
八
四
）
閏
四
月
乙
巳
条
。

（
14
）　
『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
五
月
条
。

（
15
）　
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
三
年
（
六
八
九
）
二
月
己
酉
条
。

（
16
）　
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
四
年
（
六
九
〇
）
正
月
丁
酉
条
。

（
17
）　

養
老
職
員
令
31
贓
贖
司
条
の
「
配
没
」
に
つ
い
て
、
義
解
が
「
分
二
配
於
諸
司
一
。
仮
令
、
兵
器
者
配
二
兵
庫
一
、

文
書
者
配
二
図
書
一
、
財
物
者
配
二
大
蔵
一
、
逆
人
父
子
者
配
二
官
奴
司
一
之
類
也
」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
18
）　

牛
来
穎
（
江
川
式
部
訳
）「
唐
宋
の
贓
贖
銭
物
と
国
家
地
方
財
政
―『
天
聖
令
』
を
中
心
に
」（『
東
方
学
』

一
二
五
、二
〇
一
三
年
）。

（
19
）　

養
老
捕
亡
令
５
糺
捉
盗
賊
条
に
「
凡
糺
二
捉
盗
賊
一
者
、
所
レ
徴
倍
贓
、
皆
賞
二
糺
捉
之
人
一
」
と
あ
る
。

（
20
）　
『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
三
月
壬
午
条
の
「
又
詔
、（
中
略
）
売
二
買
田
一
、
以
レ
銭
為
レ
価
。
若
以

二
他
物
一
為
レ
価
、
田
并
其
物
、
共
為
二
没
官
一
。
或
有
二
糺
告
者
一
、
則
給
二
告
人
一
」
な
ど
の
事
例
が
確
認
で
き
る
。

（
21
）　

武
井
紀
子
「
古
代
日
本
に
お
け
る
贓
贖
物
の
特
徴
」（『
東
方
学
』
一
二
五
、二
〇
一
三
年
）。

（
22
）　

養
老
獄
令
52
贖
死
刑
条
に
「
若
欠
二
負
官
物
一
応
レ
徴
二
正
贓
及
贖
物
一
、
無
レ
財
二
以
備
一
者
、
官
役
折
レ
庸
」
と

あ
る
。

（
23
）　

前
田
禎
彦
「
摂
関
期
裁
判
制
度
の
形
成
過
程
―
刑
部
省
・
検
非
違
使
・
法
家
」（『
日
本
史
研
究
』
三
三
九
、

一
九
九
〇
年
）。

（
24
）　

橋
本
義
則
「
日
本
古
代
宮
都
の
獄
―
左
右
獄
制
の
成
立
と
古
代
宮
都
の
構
造
」（『
日
本
古
代
宮
都
史
の
研
究
』

青
史
出
版
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
は
二
〇
一
四
年
）。

（
25
）　

養
老
獄
令
18
犯
徒
応
配
居
役
者
条
に
は
「
凡
犯
レ
徒
応
レ
配
二
居
役
一
者
、
畿
内
送
二
京
師
一
、
在
外
供
二
当
処
官

役
一
」
と
、
徒
刑
の
具
体
的
な
労
役
内
容
や
配
所
先
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

（
26
）　

養
老
職
員
令
32
囚
獄
司
条
集
解
に
「
伴
云
、（
中
略
）
刑
部
省
例
、依
二
慶
雲
元
年
十
二
月
廿
六
日
太
政
官
判
一
、

役
二
徒
人
一
者
、
囚
獄
司
率
令
下
作
二
路
橋
一
及
役
中
雑
事
上
。
囚
獄
司
例
、
依
二
神
亀
元
年
六
月
四
日
太
政
官
判
一
、
毎

二
雨
落
日
旦
一
引
二
将
囚
人
等
一
、
使
レ
掃
二
除
宮
闕
辺
穢
陋
并
東
西
厠
等
一
也
」
と
あ
る
。

（
27
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
四
月
甲
寅
条
に
「
私
鋳
銭
及
従
者
、
着
レ
鈦
、
長
役
二
鋳
銭
司
一
」
と

あ
る
ほ
か
、
同
様
の
事
例
を
六
国
史
上
で
確
認
で
き
る
。
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永井　律令断罪官司の構造と変質

The structure of the trial system in ancient Japan
Gyobu-Kyo, Shugoku-shi, Zoshoku-shi

NAGAI  Mizue

Abstract

In this article, I studied the trial system provided by Ritsuryo that was national law in ancient Japan. In 
Ritsuryo codes, there is Gyobu-sho of government office for the trial.

First, I analyzed Gyobu-Kyo who was the minister of Gyobu-sho. When I looked his career, I can see that 
he was appointed Gyobu-Kyo because of his executive ability. For example, some people knew much about 
law, others were connected with military experience. Gyobu-kyo was the officer who had ability to convict or 
arrest criminals.

Second, I considered Shugoku-shi and Zoshoku-shi which were lower organization of Gyobu-syo. Shugoku-
shi was the only organization for management of prison and prisoners in the capital. In other words, the 
prison managed by Shugoku-shi was the symbol of a trial system in Ritsuryo. Zoshoku-shi held resource for 
maintaining the prison. That is to say, Zoshoku-shi was financial office to manage the prison. 

However Kebiishi became to assist and take the place of these offices in Konin period. As a result of formed 
Kebiishi, the system of Gyobu-sho which controlled a prison mainly should be changed.

Key words：Ritsuryo, prison, Gyobu-Kyo, Shugoku-shi, Zoshoku-shi


